
                   整 理 番 号       

事  故  報  告  書  

令 和   年   月   日  

流 山 市 長  井 崎  義 治  様  

             団  体  名                 

             代 表 者 名                 

             住   所                  

             電   話     （    ）          

 活 動 中 に 、 下 記 の 事 故 が 発 生 致 し ま し た の で 、 流 山 市 民 活 動 災 害 補 償 保 険 の 適

用 を 受 け た く 、 報 告 い た し ま す 。  

事 故 種 別  １  損 害 賠 償 責 任 事 故   ２  傷 害 事 故  

事 故 発 生 日 時  令 和   年   月   日 (  )   /  午 前 ・ 午 後    時    分 頃  

事 故 発 生 場 所  
 

 

当 日 の 指 導 者 等  

 

氏 名
ふりがな

                ℡   （   ）  

住 所                  

 

氏 名
ふりがな

                ℡   （   ）  

住 所                   

 

氏 名
ふりがな

                ℡   （   ）  

住 所                   

当 日 の 活 動 名  
 

 

負 傷 者  

 

(死 亡 者 又  

は 被 害 者 )  

氏 名
ふりがな

              

 

 

生 年 月 日       年   月   日     （ 年 齢    歳 ）  

             

住 所                 ℡   （   ）  

 

保 護 者 氏 名  
( ※ 未 成 年 の 場 合 の み )  

                                        



添 付 書 類  

１ 団 体 の 概 要 を 把 握 で き る 資 料  

２ 当 日 の 指 導 者 及 び 参 加 者 名 簿  

３ 活 動 開 催 案 内 の チ ラ シ な ど  

 

※ 事 故 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 事 故 発 生 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 １ ヶ 月 を 経 過

し た 場 合 は 、 事 故 報 告 が 遅 れ た 理 由 （ 遅 延 理 由 書 ） を 事 故 報 告 書 に 添 付 す る こ と 。  

※ 市 と 保 険 会 社 で 審 査 し 、コ ミ ュ ニ テ ィ 保 険 の 対 象 と 認 定 さ れ た 場 合 は 、保 険 金 請 求 手 続 の 案 内

書 が 送 付 さ れ る 。 完 治 後 に 必 要 書 類 を 添 付 ・ 記 入 し 保 険 金 を 請 求 す る 。  

 

 

身 体 障 害 の  

状 況  

傷 病 名  

切 傷 ･打 撲 ･骨 折 ･脱 臼 ･ね ん ざ ･腱 断 裂 ･や け ど ･そ の 他  

治

療  

期

間  

入 院    /    ～   /             見 込 ･確 定  

通 院    /    ～   /    (    日 間 通 院 )  見 込 ･確 定  

病 院 名  

住  所                 

℡   （   ）  

財 物 損 害 の  

状 況  

財 物 名  

損 害 額              円        見 込 ･確 定  

(事 故 発 生 の 状 況 )   当 日 の 活 動 内 容 及 び い つ 、 ど こ で 、 だ れ が 、 な ぜ 、 ど の よ う に

し て 事 故 に あ っ た か を 詳 し く 記 入 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

（ 事 故 発 生 場 所 の 見 取 図 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 故 発 生 状 況 等 事 故 報 告 書 の 記 載 内 容 に つ い て 誤 り が

な い か 、 負 傷 者 （ 又 は 被 害 者 ） に 確 認 し た 。  

 

 

レ 点 で チ ェ ッ ク  □  



 

 

【 記 入 す る 前 に 必 ず 確 認 願 い ま す 】  

流 山 市 市 民 活 動 災 害 補 償 保 険 制 度 の 対 象 と な る 事 故 は 、 次 に 掲 げ る と

お り で す 。  

（ １ ） 損 害 賠 償 責 任 事 故  

 市 民 活 動 中 に 、 賠 償 補 償 対 象 者 （ 市 が 出 資 し て い る 法 人 又 は こ れ に

準 ず る 団 体 、 市 民 団 体 並 び に 市 民 活 動 の 指 導 者 ） の 過 失 に よ り 、 市 民

活 動 の 参 加 者 又 は 第 三 者 の 生 命 、 身 体 若 し く は 財 物 に 損 害 を 与 え 、 当

該 賠 償 補 償 対 象 者 が 被 害 者 か ら 損 害 賠 償 を 求 め ら れ 、 法 律 上 の 責 任 を

負 う 事 故  

 

（ ２ ） 傷 害 事 故  

  市 民 活 動 中 （ 市 民 活 動 を 行 う た め 、 そ の 定 め た 集 合 、 出 発 又 は 解 散

場 所 と 傷 害 補 償 対 象 者 （ 市 民 活 動 の 指 導 者 及 び 参 加 者 ） の 住 居 と の 通

常 の 経 路 往 復 中 を 含 む 。） に 発 生 し た 急 激 か つ 外 偶 然 な 外 来 の 事 故 で 、

傷 害 補 償 対 象 者 が 死 亡 又 は 負 傷 し た 事 故  

～ 「 急 激 か つ 偶 然 な 外 来 の 事 故 」 と は ～  

 急 激 … 原 因 ま た は 結 果 の 発 生 を 避 け 得 な い 程 度 に 急 迫 し た 状 況 で あ る こ と  

 偶 然 … 予 知 さ れ な い 出 来 事 で あ る こ と  

 外 来 … 身 体 に 内 在 す る 原 因 に よ る も の で は な い こ と  

の 全 て を 満 た す 事 故 の こ と 。（ 靴 擦 れ 、 熱 中 症 、 疾 病 に よ る も の 等 は 該 当 し ま せ ん 。）  

 

提 出 さ れ た 書 類 を も と に 、 市 と 保 険 会 社 で 審 査 し 、 流 山 市 市 民 活 動 災

害 補 償 保 険 制 度 の 要 件 を 満 た す こ と を 確 認 で き た 場 合 、 保 険 金 が 支 払 わ

れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

記 入 の 仕 方  

( 1 )団 体 名 … 行 事 を 主 催 す る 団 体 名 ま た は 行 事 に 参 加 す る 団 体 名  

( 2 )事 故 種 別 … １ ま た は ２ の い ず れ か に ○ を つ け る  

( 3 )事 故 発 生 日 時 … 事 故 が 発 生 し た 日 時  

( 4 )事 故 発 生 場 所 … 事 故 が 発 生 し た 施 設 名 や 所 在 地  

( 5 )当 日 の 指 導 者 等 … 当 日 の 指 導 者 的 立 場 の 方 の 氏 名 等  

( 6 )当 日 の 活 動 名 … 活 動 の 事 業 名 、 も し く は 詳 細  

( 7 )負 傷 者 … 負 傷 者 が 未 成 年 の 場 合 は 、 保 護 者 氏 名 を 記 入  

( 8 )傷 病 名 … 身 体 の ど の 部 分 が 何 と い う 傷 病 名 な の か  

( 9 )治 療 期 間 … 治 療 が 終 了 し て い る 場 合 は「 確 定 」に 、継 続 し て い る 場 合

は 「 見 込 」 に 〇 を し 、 入 院 ま た は 通 院 の 期 間 、 通 院 の 場 合

は 通 院 日 数 （ □ 日 間 通 院 ） を 記 入  

( 1 0 )病 院 名 … 病 院 の 名 称 、 住 所 、 電 話 番 号  

( 1 1 )財 物 損 害 の 状 況 … 該 当 が な い 場 合 は 記 入 不 要  

( 1 2 )事 故 発 生 の 状 況 … 事 故 発 生 の 状 況 が 判 る よ う に 詳 し く 記 入  

( 1 3 )見 取 図 … 事 故 発 生 現 場 の 簡 易 的 な 地 図 な ど  

( 1 4 )負 傷 者 （ 又 は 被 害 者 ） へ の 確 認 の チ ェ ッ ク 項 目  

… 事 故 発 生 状 況 等 事 故 報 告 書 の 記 載 内 容 に つ い て 誤 り が な い か 、 負 傷 者  

（ 又 は 被 害 者 ） に 確 認 い た だ く 必 要 が あ り ま す 。 確 認 が 済 ん だ ら □ に チ  

ェ ッ ク し て く だ さ い 。  

 

( 1 5 )そ の 他  

ア  届 出 日 が 事 故 発 生 日 よ り １ ヶ 月 を 超 え て い る 場 合 は 遅 延 理 由  

  書 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

 イ  訂 正 す る 場 合 は 、 二 重 線 を 引 き 、 上 か ら 訂 正 印 （ 署 名 の 場 合 は 隣

に 署 名 ） を お 願 い し ま す 。 修 正 液 は 、 使 用 し な い で く だ さ い 。  


